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第６次静岡県障害者計画（案）の概要

区 分 重点 ① 重点 ② 重点 ③ 重点 ④

施 策
障害者差別解消に向けた、

合理的配慮の提供の更なる促進

「親亡き後」の地域生活継続のための

仕組みづくり

大規模地震や風水害等の災害発生時に

向けた防災体制の充実
医療的ケア児等に対する支援の充実

取 組

民間事業者の「合理的配慮の提供」の義務化

に対応し、県民や企業に向けた啓発等を通じ、

一層の周知に取り組む

親亡き後も障害のある人の生活を地域で支え

るため、相談支援体制の整備や、昼間も支援

可能なグループホームの整備など、地域での

自立を支える支援体制を強化

地震や風水害等の緊急時に対応するため、個

別避難計画の作成支援や、安心して避難でき

る福祉避難所の環境整備を推進

医療的ケア児者の実態把握調査を実施し、在

宅生活を支えるためのショートステイの拡充

など支援策の充実に取り組む

Ⅰ 障害に対する理解と相互交流の促進

1 障害者差別解消条例に基づく不当な差別の禁止と

合理的配慮の提供の推進 重点①

2 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の

充実

3 障害者スポーツと文化芸術活動の振興

１ 基本目標：障害のある人が分け隔てられない共生社会の実現

２ 計画期間：令和８年度から令和 11 年度までの４か年

３ 位置付け：障害者基本法に基づき障害者施策の基本的方向性を示すもの

区 分 内 容 根拠法 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

障害者計画

○施策の基本的

方向性

→基本理念、基本目標

障害者基本法 第５次 第６次

障害福祉計画

○数値目標等の

実施計画

→数値目標、サービ

ス必要見込量

障害者総合支援法 第６期 第７期 第８期

児童福祉法 第２期 第３期 第４期

１ 計画の概要 ２ 現状と課題

②親亡き後の地域生活

・障害のある人の重度化・高齢化が進み、調査では、今後

の心配事は「保護者がいなくなった後の生活のこと」が

最も多かった。

・親亡き後、地域で安心

して暮らすための受入

態勢の整備が不足。

①差別・虐待・・・合理的配慮の提供

・調査では、「差別や虐待を受けたことがある方の割合」が

16.7％となり、R2(17.3％)の調査と横

ばいの結果となった。

・障害者差別解消法の改正に伴う、民間

事業者への合理的配慮の提供の義務化

について一層の周知が求められている。

③災害発生時に向けた防災体制

・調査では、「地震や台風などの災害時に必要なもの」と

して「避難や災害の情報を分かりやすく教えて欲しい」

が最も多かった。

・災害時における避難所や在宅を含めた避難先の確保や障

害福祉サービスの提供の継続が求められている。

④医療的ケア児等

・県の行った医療的ケア児等の実態把握調査では、県下に

在住する医療的ケア児等の人数は 7,127 人（速報値）と

なった。

・調査結果を元に、医療的ケア

児等及びその家族のニーズに

合致した支援策が求められる。

【①～③は、令和６年度に実施した障害のある方への実態調査結果を参考】

（※上位５件を抜粋）

（単位：人）

0～18歳 19～39歳 40～59歳 60歳～

7,127 621 454 1,006 5,046

医療的ケア児等の人数

３ 重点施策

４ 計画のポイント

柱 区 分 施策の方向性 主な取組

Ⅰ

差別解消
【重点①】民間事業者への障害者差別解消に
向けた普及啓発

(新) 合理的配慮アドバイザー派遣による民間事業者等への徹底

(新) 合理的配慮に基づくユニバーサルツーリズムの展開

虐待防止 精神障害のある人への虐待防止対策の推進 (新) 精神科病院における虐待事案の通報等に係る実地指導

情報アクセシ
ビリティ

手話施策推進法の施行に対応した取組 手話通訳者の養成、「手話であいさつを」運動の推進

読書ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法の施行に対応した取組 (新)
静岡県読書バリアフリー推進計画に基づくアクセシブル
書籍の導入促進

障害者スポーツ 障害者スポーツの振興

(新) デフリンピックのレガシーの継承

(新) 若年層を対象とした手話サポーターの養成

(新)
障害者スポーツセンターの利用促進による身近なパラスポ
ーツ活動の推進

資料１
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Ⅱ 地域における自立生活を支える体制づくり

1 身近な相談支援体制整備の推進 重点②-1

2 暮らしを支える福祉サービスの充実 重点②-2

3 施設や病院から地域生活への移行の促進

4 一人ひとりの特性に応じた就労の促進

5 地域での保健・医療体制の充実

6 地域や施設における防災体制等の充実 重点③

7 安心して暮らせるまちづくり

Ⅲ 多様な障害に応じたきめ細かな支援

1 早期支援体制の整備

2 教育の振興

3 重症心身障害児（者）・医療的ケア児（者）に対

する支援の充実 重点④

4 発達障害のある人に対する支援の充実

5 精神障害のある人に対する支援の充実

6 難病を抱える人に対する支援の充実

柱 区 分 施策の方向性 主な取組

Ⅱ

相談支援体制

【重点②-1】親亡き後を見据えた相談支援体制

の整備
(新)

圏域スーパーバイザー等による基幹相談支援センター未設

置市町への促進

精神障害のある人への支援の充実
精神科救急情報センター（精神科救急情報ダイヤル）による

24 時間 365 日の対応

人材確保 障害福祉人材の養成・確保 (新)
人材サポートセンターによる事業所支援の強化、

障害福祉ナビゲーターによる大学等での魅力発信

居住の場 【重点②-2】居住系サービスの充実 (新)
親亡き後を見据えたグループホームの整備促進

（重度障害のある人を対象としたグループホームの整備）

精神地域移行 精神障害のある人の地域移行促進 ピアサポーター等と連携した訪問相談支援の実施

就労支援
環福連携及び障害者雇用率の向上 (新) ＰＣリサイクルを通じた障害者雇用の周知・啓発

福祉的就労への支援 (新) ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ視点の強化のための工賃向上計画の作成支援等

優先調達 障害者優先調達の推進
(新) 複数事業所による福産品の「共同生産体制」の構築支援

(新) 「福産品等 SDGs パートナー認定制度」の周知・普及

自殺対策 こどもの自殺対策の推進 (新)
多職種の専門家で構成する「こどもの自殺危機対応ﾁｰﾑ」に

よる学校等への支援、地域支援者間の連携体制の構築

防災対策 【重点③】地域における防災体制の充実
(新) 避難行動要支援者の個別避難計画の更なる作成支援

障害のある方も安心して避難できる福祉避難所の環境整備

まちづくり
暮らしやすいまちづくりの推進 (新)

ユニバーサルツーリズムの普及･定着のための観光施設等の

バリアフリー化の促進

学校施設のバリアフリー化の推進 (新) 特別支援学校等におけるバリアフリートイレの設置促進

柱 区 分 施策の方向性 主な取組

Ⅲ

医療的ケア児(者)等 【重点④】医療的ケア児(者)等への支援の充実 (新)
医療的ケア児(者)等及び家族への経済的支援の実施や

短期入所受入施設の拡大

聴覚障害児 静岡県型の聴覚障害児療育体制の構築 (新)
シェパードセンターの先進的療育手法を取り入れた人工内

耳装用児向けの療育体制の整備

発達障害 発達障害のある人への支援の充実 (新)
県発達障害者支援センターによる支援や就労定着できる

職場環境づくりの促進

強度行動障害 強度行動障害のある人への支援の充実 (新)
支援者養成研修や県発達障害者支援センターによる

機関コンサルテーション等の実施

難 病 難病を抱える人への支援の充実 (新)
身体障害者等と同様、公共施設の利用料が減免されるよう市

町へ働き掛け

2
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Ⅰ 障害に対する理解と相互交流の促進 Ⅰ 障害に対する理解と相互交流の促進

1 1
(1) 差別解消の推進 (1) 差別解消の推進

(2) 権利擁護の推進 (2) 権利擁護の推進

(3) 虐待防止対策の推進 (3) 虐待防止対策の推進

(4) 福祉教育・地域交流の推進 (4) 福祉教育・地域交流の推進

(5) 関係団体等との協働の推進 (5) 関係団体等との協働の推進

(6) 投票しやすい環境の整備 (6) 投票しやすい環境の整備
2 情報保障の推進 2 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実

(1) 情報保障の推進 (1) 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実

3 障害者スポーツと文化芸術活動の振興 3 障害者スポーツと文化芸術活動の振興

(1) 障害者スポーツの振興 (1) 障害者スポーツの振興

(2) 文化芸術活動の振興 (2) 文化芸術活動の振興

Ⅱ 地域における自立生活を支える体制づくり Ⅱ 地域における自立生活を支える体制づくり

1 身近な相談支援体制整備の推進 1 身近な相談支援体制整備の推進
(1) 相談支援の充実 (1) 相談支援の充実

(2) 相談支援従事者等の人材育成 (2) 相談支援従事者等の人材育成

2 暮らしを支える福祉サービスの充実 2 暮らしを支える福祉サービスの充実

(1) 地域での支え合い活動の推進 (1) 地域での支え合い活動の推進

(2) 介護保険制度との連携 (2) 介護保険制度との連携

(3) 福祉人材の養成・確保 (3) 福祉人材の養成・確保

(4) 適切なサービスの確保 (4) 適切なサービスの確保

(5) 施設サービスの充実 (5) 施設サービスの充実

(6) 福祉用具・身体障害者補助犬の普及・拡充 (6) 福祉用具・身体障害者補助犬の普及・拡充

(7) 経済的支援制度の充実と普及・啓発 (7) 経済的支援制度の充実と普及・啓発

3 施設や病院から地域生活への移行の促進 3 施設や病院から地域生活への移行の促進

(1) 訪問系・日中活動系サービスの充実 (1) 訪問系・日中活動系サービスの充実

(2) 居住の場の充実 (2) 居住の場の充実

(3) 精神障害のある人の地域移行の促進 (3) 精神障害のある人の地域移行の促進

(4) 矯正施設退所障害者に対する社会復帰支援の充実 (4) 矯正施設退所障害者に対する社会復帰支援の充実

4 一人ひとりの特性に応じた就労の促進 4 一人ひとりの特性に応じた就労の促進

(1) 一般就労への支援 (1) 一般就労への支援

(2) 障害のある人の雇用の推進 (2) 障害のある人の雇用の推進

(3) 職場定着の支援 (3) 職場定着の支援

(4) 福祉的就労への支援 (4) 福祉的就労への支援

(5) 物品及び役務サービスの優先調達の推進 (5) 物品及び役務サービスの優先調達の推進

5 地域での保健・医療体制の充実 5 地域での保健・医療体制の充実

(1) 健康づくりの推進 (1) 健康づくりの推進

(2) 自殺総合対策の推進 (2) 自殺総合対策の推進

(3) ひきこもりの状態にある人に対する支援の充実 (3) ひきこもりの状態にある人に対する支援の充実

(4) 地域リハビリテーション体制の充実 (4) 地域リハビリテーション体制の充実

(5) 質の高い医療及び歯科医療の提供 (5) 質の高い医療及び歯科医療の提供
6 施設の防災、防犯、感染症対策の推進 6 地域や施設における防災体制等の充実

(1) 地域における防災体制の充実

(1) 施設における防災体制・防犯対策の充実 (2) 施設における防災体制の充実

(2) 施設における感染症対策の充実 (3) 施設における感染症対策の推進

7 安心して暮らせるまちづくり 7 安心して暮らせるまちづくり

(1) ユニバーサルデザインに基づくまちづくりの整備促進 (1) ユニバーサルデザインに基づくまちづくりの整備促進

(2) 誰もが住みやすい住宅整備の促進 (2) 誰もが住みやすい住宅整備の促進

(3) 地域における防災体制の充実

(4) 防犯対策の推進 (3) 防犯対策の推進

(5) 交通安全対策の推進 (4) 交通安全対策の推進

(6) 消費者としての利益の擁護及び増進 (5) 消費者としての利益の擁護及び増進

Ⅲ 多様な障害に応じたきめ細かな支援 Ⅲ 多様な障害に応じたきめ細かな支援

1 早期支援体制の整備 1 早期支援体制の整備

(1) 早期発見対策の充実 (1) 早期発見対策の充実

(2) 早期療育の充実 (2) 早期療育の充実

2 教育の振興 2 教育の振興

(1) インクルーシブ教育システムの推進と教育相談体制の充実 (1) インクルーシブ教育システムの推進と教育相談体制の充実

(2) 特別支援教育の充実 (2) 特別支援教育等の充実
3 重症心身障害児（者）・医療的ケア児（者）に対する支援の充実 3 重症心身障害児（者）・医療的ケア児（者）に対する支援の充実

(1) 重症心身障害児(者)・医療的ケア児（者）に対する支援 (1) 重症心身障害児(者)・医療的ケア児（者）に対する支援

4 発達障害のある人に対する支援の充実 4 発達障害のある人に対する支援の充実

(1) 発達障害のある人に対する支援 (1) 発達障害のある人に対する支援

(2) 強度行動障害のある人に対する支援 (2) 強度行動障害のある人に対する支援

5 精神障害のある人に対する支援の充実 5 精神障害のある人に対する支援の充実

(1) 精神障害のある人に対する支援 (1) 精神障害のある人に対する支援

6 難病のある人に対する支援の充実 6 難病を抱える人に対する支援の充実

(1) 難病患者に対する支援 (1) 難病患者に対する支援

第６次静岡県障害者計画【骨子案】（第５次比較）

障害者差別解消条例に基づく不当な差別の禁止と合理的配慮の提供の推進 障害者差別解消条例に基づく不当な差別の禁止と合理的配慮の提供の推進

第５次静岡県障害者計画【令和４年度～令和７年度】 第６次静岡県障害者計画【令和８年度～令和11年度】

資料２
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R6実績
[総計]

成果指標
[総計]

施策進捗目安
（年度）
現状値

（年度）
目標値

1 Ⅰ 1 (1) －
健
福

障害者支援局
障害者政策課
障害者政策班

281団体 82.6% ○ 継 続 ○
障害を理由とする差別解消推進県民
会議参画団体数

（2024年度）
281団体

（2028年度）
313団体

2 Ⅰ 1 (1) －
健
福

障害者支援局
障害者政策課
障害者政策班

新 規 ○
「合理的配慮」に関する講師の派遣
企業数

（2024年度）
7件

（2024～28年度）
累計71件

3 Ⅰ 1 (1) －
健
福

障害者支援局
障害者政策課
障害者政策班

6回 50.0% △ 継 続
ヘルプマーク周知啓発出前講座等開
催数

（2024年度）
6回

（毎年度）12回

4 Ⅰ 1 (1) －
健
福

障害者支援局
障害福祉課

身体障害福祉班
191人 76.4% ○ 継 続 声かけサポーター養成数

（2024年度）
191人

（毎年度）250人

5 Ⅰ 1 (1) －
健
福

福祉長寿局
地域福祉課

人権同和対策室
30.4% 60.8% △ 継 続

｢人権尊重の意識が生活の中に定着
した県｣と感じる人の割合

検討中 検討中

6 Ⅰ 1 (1) －
健
福

福祉長寿局
地域福祉課

人権同和対策室
25,389人 84.6% ○ 継 続 人権啓発講座等参加者数 検討中 検討中

7 Ⅰ 1 (1) －
健
福

福祉長寿局
地域福祉課

人権同和対策室
新 規 ○ 成年後見制度利用促進研修参加人数

（2019～24年度）
累計5,275人

（2019～29年度）
累計9,300人

8 Ⅰ 1 (3) －
健
福

障害者支援局
障害者政策課
障害者政策班

（2021～24年度）
累計1,985人

132.3% ◎ 継 続
障害者虐待防止・権利擁護研修参加
者数

（2024年度）
472人

（2025～29年度）
累計2,250人

9 Ⅰ 1 (4) －
教
委

高校教育課 88.8% 88.8% ○ 継 続
保育・介護体験実習を行った高等学
校の割合

（2024年度）
88.8％

（2029年度）
100％

10 Ⅰ 1 (6) －
選
管

選挙管理委員会 100.0% 100.0% ◎ 継 続
投票所のうち、入口に段差のない投
票所又は段差を解消するための措置
が採られた投票所の割合

（2025年度）
100％

毎年度
100％（維持）

11 Ⅰ 2 (1) －
健
福

障害者支援局
障害福祉課

身体障害福祉班
（2022～24年度）

累計47人
39.2% × 継 続 ○ 手話通訳者養成研修修了者

（2021～2024年度）
累計94人

（2025～28年度）
累計120人

12 Ⅰ 2 (1) －
健
福

障害者支援局
障害福祉課

身体障害福祉班
1,480人 74.0% △ 継 続 「手話であいさつを」運動参加者数

（2024年度）
1,480人

（毎年度）1,600人

13 Ⅰ 3 (1) －
健
福

障害者支援局
障害者政策課
障害者政策班

49.7% 71.0% △ 継 続
自立し社会参加していると感じてい
る障害のある人の割合

（2024年度）
49.7％

（2029年度）
70％

14 Ⅰ 3 (1) －
ス
ポ
文

スポーツ振興課 2,174人 72.5% △ 継 続 ○
静岡県障害者スポーツ大会（わかふ
じスポーツ大会）への参加者数

（2024年度）
2,174人

（2028年度）
3,000人

15 Ⅰ 3 (1) －
ス
ポ
文

スポーツ振興課 新 規 ○
静岡型障害者スポーツセンターへの
登録施設数

（2024年度）
0施設

（2028年度）
100施設

16 Ⅰ 3 (2) －
ス
ポ
文

文化政策課 25,415人 72.6% △ 一部継続 ○ ふじのくに芸術祭の参加者数
（2023年度）

10,010人
（2028年度）

12,000人

17 Ⅱ 1 (1) －
健
福

障害者支援局
障害者政策課
障害者政策班

22箇所 91.7% ○ 継 続 ○ 基幹相談支援センター設置市町数
（2025年度）

26市町
（2029年度）

35市町

18 Ⅱ 1 (2) －
健
福

障害者支援局
障害者政策課
障害者政策班

153人 127.5% ◎ 継 続 相談支援専門員養成数
（2024年度）

153人
（毎年度）180人

19 Ⅱ 2 (1) －
健
福

福祉長寿局 福祉長寿政策課 新 規 〇 包括的な支援体制を整備した市町数
（2024年度）

14市町
（2029年度）

35市町

20 Ⅱ 2 (4) －
健
福

障害者支援局
障害者政策課
障害者政策班

38,129人 96.0% ○ 継 続 ○
障害福祉サービス１か月当たり利用
人数

（2024年度）
38,129人

（2028年度）
47,249人

21 Ⅱ 2 (4) －
健
福

障害者支援局
障害者政策課
障害者政策班

2,687箇所 96.9% ○ 継 続 障害福祉サービス事業所数
（2024年度)
2,687箇所

（2026年度）
3,238箇所

22 Ⅱ 2 (6) －
健
福

障害者支援局
障害福祉課

身体障害福祉班
100% 100.0% ◎ 継 続

身体障害者補助犬利用希望者に対す
る給付率

（2024年度）
100％

（2029年度）
100％

23 Ⅱ 3 (1) －
健
福

障害者支援局
障害者政策課
障害者政策班

（2021～24年度）
累計223人

108.3% ◎ 継 続
福祉施設の入所者の地域生活への移
行

（2020～22年度）
累計166人

（2023～26年度）
累計212人

24 Ⅱ 3 (2) －
健
福

障害者支援局
障害者政策課
障害者政策班

1,406人 269.9% ◎ 継 続 ○
日中サービス支援型グループホーム
1ヶ月当たり利用人数

（2024年度）
1,406人

（2028年度）
1,725人

25 Ⅱ 3 (3) －
健
福

障害者支援局
障害福祉課

精神保健福祉班
2,803人 99.3% ○ 継 続

精神病床における１年以上長期入院
患者数

（2024年度）
2,803人

（2026年）
2,772人

26 Ⅱ 3 (3) －
健
福

障害者支援局
障害福祉課

精神保健福祉班
累計388人 77.6% ○ 継 続 ○

精神障害者地域移行定着推進研修の
修了者数

（2024年度）
133人

（2025～28年度）
累計500人

27 Ⅱ 4 (2) －
経
産

就業支援局 産業人材課 2.43% 101.3% ◎ 継 続 ○ 障害者雇用率
（2024年度）

2.43％
（2029年度）

2.70％

28 Ⅱ 4 (2) －
経
産

就業支援局 産業人材課 新 規
公共職業安定所経由による障害のあ
る人の就職件数

（2024年度）
3,391人

（2029年度）
3,625人

29 Ⅱ 4 (4) －
健
福

障害者支援局
障害者政策課
就労・施設班

新 規 ○
障害のある人が地域で自立した生活
を送るための工賃水準の向上

（2023年度）
21,713円

（2028年度）
27,000円

30 Ⅱ 4 (4) －
健
福

障害者支援局
障害者政策課
就労・施設班

1,224件 102.0% ◎ 継 続 ○
障害者働く幸せ創出センターの年間
受発注仲介件数

（2024年度）
1,224件

（2028年度）
1,300件

31 Ⅱ 5 (1) －
健
福

医療局 医療政策課 667人 121.3% ◎ 継 続 障害者歯科対応研修受講者数
（2022年度）

607人
（2035年度）

700人

第６次静岡県障害者計画（数値目標）
５次計画実績

進捗状況
R6実績/目標値

連
番

３
本
柱

大
柱

中
柱

小
柱

部
局
名

担当局 担当課
６次計画

方針
第６次計画

資料４－２
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R6実績
[総計]

成果指標
[総計]

施策進捗目安
（年度）
現状値

（年度）
目標値

５次計画実績

進捗状況
R6実績/目標値

連
番

３
本
柱

大
柱

中
柱

小
柱

部
局
名

担当局 担当課
６次計画

方針
第６次計画

32 Ⅱ 5 (2) －
健
福

障害者支援局
障害福祉課

精神保健福祉班
（2024年概数）

527人
94.9% ○ 継 続 ○ 自殺による死亡者数

（2024年）
527人

（2027年）
450人未満

33 Ⅱ 5 (2) －
健
福

障害者支援局
障害福祉課

精神保健福祉班
累計74,502人 99.3% ○ 継 続 ○ ゲートキーパー養成数

（2024年度）
累計74,502人

（～2028年度）
累計95,000人

34 Ⅱ 5 (2) －
健
福

障害者支援局
障害福祉課

精神保健福祉班
新 規 ○

こどもの自殺危機対応チームによる
支援件数

（2024年度）
0件

（2025～28年度）
累計35件

35 Ⅱ 5 (3) －
健
福

障害者支援局
障害福祉課

精神保健福祉班
984人 111.8% ◎ 継 続 ○

ひきこもり状態にある人の「居場
所」利用者数

（2024年度）
984人

（2028年度）
1,210人

36 Ⅱ 6 (1) －
危
機

危機情報課
(2022～24年度)
累計32,307人

120.4% ◎ 継 続
地域防災力強化人材育成研修修了者
数

（2025年度）
32,307人

（毎年度）
32,500人

37 Ⅱ 6 (1) －
健
福

政策管理局 企画政策課 新 規 ○
優先度が高い避難行動要支援者の個
別避難計画作成が完了した市町数

（2024年度）
5市町

（2028年度）
35市町

38 Ⅱ 7 (1) －
健
福

障害者支援局
障害者政策課
障害者政策班

66.8% 95.4% ○ 継 続
自分の住んでいる街が、安心して暮
らせるところだと思っている障害の
ある人の割合

（2024年度）
66.8％

（2029年度）
70.0％

39 Ⅱ 7 (1) －
交
基

都市局 地域交通課 88.7% 88.7% ○ 継 続 記載あり

乗降客2,000人／日以上の駅のユニ
バーサルデザイン化の割合（身体障
害者対応型エレベーターやスロープ
等の設置による段差の解消等、駅施
設のバリアフリー化の整備率）

（2024年度）
89.0%

（2030年度）
100.0%

40 Ⅱ 7 (1) －
教
委

教育施設課 新 規

市町立学校校舎のバリアフリートイ
レ設置率
県立特別支援学校校舎のバリアフ
リートイレ設置率

（2024年度）
市町立小中学校

51.3％
県立特別支援学校

86.8％

（2030年度）
100％

41 Ⅲ 1 (1) －
健
福

こども若者局 こども未来課 98.0% 98.0% ○ 継 続
新生児聴覚スクリーニング検査受検
率

（2024年度）
98.0％

（毎年度）
100％

42 Ⅲ 1 (2) －
健
福

障害者支援局
障害福祉課

知的障害福祉班
21市町 95.5% ○ 継 続 児童発達支援センター設置市町数

（2024年度）
21市町

（2029年度）
26市町

43 Ⅲ 2 (1) －
教
委

義務教育課 継 続
特別支援教育に関する校内研修を実
施した学校の割合

（2024年度）
小学校100％
中学校99.4％

（毎年度）
小学校100％（維持）
中学校100％（維持）

44 Ⅲ 2 (1) －
教
委

高校教育課 継 続
特別支援教育に関する校内研修を実
施した学校の割合

（2024年度）
98.2％

（2029年度）
100％

45 Ⅲ 2 (1) －
教
委

高校教育課
継 続

(高等学校)

特別な支援が必要な生徒（高等学
校）のうち個別の指導計画が作成さ
れている人数の割合

（2024年度）
84.5％

（2029年度）
100％

46 Ⅲ 2 (2) －
教
委

特別支援教育課 1,074人 71.6% △ 継 続
居住地域の小・中学校との交流を
行った特別支援学校の児童生徒数

（2024年度）
1,074人

（2029年度）
1,500人

47 Ⅲ 2 (2) －
健
福

障害者支援局
障害者政策課
障害者政策班

699箇所 109.6% ◎ 継 続 放課後等デイサービス事業所設置数
（2024年度）

699箇所
（2026年度）

792箇所

48 Ⅲ 2 (2) －
教
委

特別支援教育課 2,065箇所 111.6% ◎ 継 続
特別支援学校高等部生徒の進路選択
のための実習先数

（2024年度）
2,066箇所

（毎年度）
1,930箇所

49 Ⅲ 3 (1) －
健
福

障害者支援局
障害福祉課

知的障害福祉班
656人 131.2% ◎ 継 続 ○

重症心身障害児（者）の支援に携わ
る専門人材養成数

（2022～24年度）
累計656人

（2025～28年度）
累計700人

50 Ⅲ 4 (1) －
健
福

障害者支援局
障害福祉課

知的障害福祉班
（2022～24年度）

累計4,559人
569.9% ◎ 継 続 ○

発達障害者の支援に携わる専門人材
養成数

（2022～24年度）
累計4,489人

（2025～28年度）
累計3,433人

51 Ⅲ 5 (1) －
健
福

障害者支援局
障害福祉課

精神保健福祉班
159箇所 70.4% △ 継 続 ○

多様な精神疾患等ごとの拠点医療機
関設置数

（2024年度）
159箇所

（2028年度）
218箇所

52 Ⅲ 5 (1) －
健
福

障害者支援局
障害福祉課

精神保健福祉班
(2022～24年度)

累計148人
46.8% × 継 続 ○

依存症相談支援に携わる従事者向け
研修の参加人数

（2024年度）
26人

（2025～28年度）
累計250人

53 Ⅲ 6 (1) －
健
福

医療局 疾病対策課
(2022～24年度)
平均1,125人

121.7% ◎ 継 続
県及び政令市難病相談支援センター
等における支援の件数（相談完結件
数）

(2022～24年度)
平均1,125人

（2029年度）
1,200件

54 Ⅲ 6 (1) －
健
福

医療局 疾病対策課 新 規
在宅人工呼吸器使用難病患者に対す
る災害時個別避難計画策定数

（2022年度）
47件

（2029年度）
264件

小学校 　100%
中学校　99.4%

高等学校　98.2%

小学校　　
100％
中学校　
99.4％

高等学校　
98.2％

○

幼稚園、小学校、
中学校国調査なし
高等学校 84.5%

幼稚園、小学
校、中学校
国調査なし
高等学校 
84.5%

○
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障
害
者

関
係

団
体

か
ら
の

意
見

及
び

対
応

３ 本 柱

大 柱
中 柱

小 柱
大

・
中
柱
名

団
　
体

内
　
容

担
当

部
局

担
当
課

対
応

方
針

内
　
容

1
Ⅲ

2
(2
)

イ
特

別
支

援
教
育

等
の
充

実
8
0

静
岡
県
手
話
通
訳

士
協
会

ろ
う
学

校
で
は
手

話
を
教
え
る
（
音

声
言

語
で
は
国

語
に

あ
た
る
）
授

業
が
な
い
た
め
、
ろ
う
者
に
よ
る
手

話
言

語
の

授
業
を
取
り
入
れ
て
ほ
し
い
。
英

語
教

育
で
の
A
L
T
の
よ
う

に
、
手

話
言

語
ネ
イ
テ
ィ
ブ
に
よ
る
授

業
の
展

開
を
希

望
す
る
。

教
育

委
員
会

特
別

支
援

教
育

課

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

ろ
う
学

校
で
は
、
手

話
言

語
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
教

員
が
配

置
さ
れ
、
児

童
生

徒
の
発

達
段

階
に
応
じ
、
手

話
を
用

い
た
指

導
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
卒

業
生

や
ろ
う
者

の
方
を
学

校
に
招
い
て
交

流
す
る
機

会
を
設
け
、
ろ
う

文
化

や
手

話
を
学
ん
で
い
ま
す
。
手

話
言

語
に
関

す
る

教
員

研
修
は
、
手

話
通

訳
士

等
外

部
の
専

門
家
を
招

い
て
実

施
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

。
今

後
も
、
手

話
言

語
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
方

々
か
ら
学

ぶ
機

会
等
を
設
け
、
聴

覚
障

害
教

育
を
充

実
さ
せ
て
ま
い
り

ま
す

。

2
Ⅱ

6
(1
)

地
域
に
お
け
る
防

災
体

制
の
充
実

6
9

静
岡
県
手
話
通
訳

士
協
会

防
災

・
施

設
に
お
け
る
防

災
体

制
の
充

実
→

情
報

保
障

機
器
の
充

実
（ア

イ
ド
ラ
ゴ
ン
の
設

置
な
ど
）
被

災
直

後
は

情
報

保
障
が
な
か
な
か
受
け
ら
れ
な
い
。
手

話
通

訳
が
必

ず
避

難
所
に
い
る
わ
け
で
も
な
い
た
め
、
情

報
保

障
機

器
の
充

実
を
お

願
い
し
た
い
。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
福

祉
課

身
体

障
害

福
祉

班
計

画
に
反

映

＜
修

正
後
の
本

文
＞

「
危

機
管

理
情

報
を
迅

速
か
つ

適
確
に
伝

達
す
る
た

め
、
緊

急
速

報
メ
ー
ル
や

登
録

型
メ
ー
ル
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等

多
様
な
伝

達
ツ
ー
ル
の
充

実
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、
避

難
所
に
お
け
る
要

配
慮

者
へ

配
慮
し
た
運

営
の
必

要
性

等
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
記

載
す
る
と
と
も
に
、
福

祉
避

難
所

情
報

提
供

機
器

等
整

備
事

業
費
の
活

用
に
つ
い
て
関

係
機

関
の
周

知
に
努
め
ま
す

。
」

3
Ⅱ

3

骨
子

案
＜
重
点

②
＞

「
親
亡
き
後
」

の
地

域
生
活
継
続

の
た
め
の
仕
組
み

づ
く
り

訪
問

系
・
日
中
活

動
系
サ
ー
ビ
ス
の

充
実
　
ほ
か

6
9

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

「
親
あ
る
う
ち
の
支

援
体

制
の
構

築
」
等
の
表

現
を
用
い
る

こ
と
に
よ
り
、
社

会
で
支
え
る
仕

組
み
の
構

築
に
つ
な
が
る

と
考
え
る
。
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
が
あ
た
か
も
「
親

亡
き
後

」
の

安
心
で
き
る
受
け
皿
と
し
て
誤

解
さ
れ
る
表

現
は
避
け
る
べ

き
で
あ
る
。
選

択
肢
が
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
一

択
で
は
な
く
、

数
あ
る
資

源
の
一

つ
と
な
る
こ
と
が
県

・
各

市
町
の
自

立
支

援
協

議
会

等
で
共

通
認

識
と
な
る
記

載
が
必

要
。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
者

政
策

課
障

害
者

政
策

班
計

画
に
反

映

＜
修

正
後
の
本

文
＞

「
障

害
の
あ
る
人
か
ら
の
意

見
と
し
て
、
地

域
移

行
に
際

し
て
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
あ
り
き
で
は
な
く
、
当

事
者
の
考

え
を
し
っ
か
り
汲
ん
で
も
ら
い
た
い
と
し
、
地

域
生

活
を

継
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、
「
親

亡
き
後

」と
な
る
前
に
、
当

事
者
を
含
め
た
話
し
合
い
の
場
を
持
ち
、
様

々
な
選

択
肢
か
ら
移

行
先
を
検

討
す
る
こ
と
が
重

要
で
す

。
」

障
害
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず

発
災

時
の
情

報
提

供
に

つ
い
て
は
検

討
が
必

要
で
あ
る
。

危
機

管
理
部

危
機

情
報

課

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

2
0
2
5
年
９
月
に
運

用
開

始
し
た
「
耳
で
聴
く
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
」
サ
ー
ビ
ス
の
周

知
と
と
も
に
、
今

年
度

発
足

し
た
被

災
者

支
援

連
絡

会
に
よ
る
被

災
者

支
援

連
絡

体
制
の
強

化
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す

。

被
災

後
の
潜

在
的
な
ニ
ー
ズ
の
把

握
や

市
民

・
県

民
、
そ

し
て
支

援
者
の
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
へ
の
体

制
づ
く
り
も
必

要
で

あ
る
と
考
え
る
。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
福

祉
課

精
神

保
健

福
祉

班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

早
期
に
被

災
者

や
支

援
者
の
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
が
で
き
る

よ
う
、
D
P
A
T
の
体

制
強

化
を
図
る
と
と
も
に
、
必

要
に
応

じ
て
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
チ
ー
ム
の
派

遣
が
で
き
る
よ

う
、
日

本
赤

十
字

社
静

岡
県

支
部

や
県

内
の
専

門
職

団
体

等
と
の
地

域
連

携
体

制
を
構

築
し
て
ま
い
り
ま

す
。

5
Ⅰ

1

障
害

者
差
別
解

消
条

例
に
基
づ
く

不
当
な
差
別
の
禁

止
と
合
理
的
配
慮

の
提

供
の
推
進

2
2

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

骨
子

案
は
障

害
者

差
別

解
消

条
例
で
あ
る
が
、
障

害
者

差
別

解
消

法
の
作

成
の
契

機
で
あ
る
障

害
者

権
利

条
約

の
対

日
審

査
を
踏
ま
え
た
一

歩
進
ん
だ
推

進
の
明

記
を

期
待

す
る
。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
者

政
策

課
障

害
者

政
策

班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

現
行

計
画
に
お
い
て
、
障

害
者

権
利

条
約
の
趣

旨
を

反
映
し
た
国

内
法
に
基

づ
き
本

県
条

例
が
制

定
さ
れ

て
お
り
、
県

障
害

者
計

画
に
つ
い
て
も
こ
れ
ら
の
趣

旨
に
基

づ
き
本

計
画
の
策

定
及

び
各

種
障

害
者

施
策

を
推

進
し
て
ま
い
り
ま
す

。

６
次

計
画

骨
子
案

意
　
見

対
　
応

区 分
５
次
計
画

ペ
ー
ジ

4
Ⅱ

6
(1
)

地
域
に
お
け
る
防

災
体

制
の
充
実

6
9

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

資
料
５
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３ 本 柱

大 柱
中 柱

小 柱
大

・
中
柱
名

団
　
体

内
　
容

担
当

部
局

担
当
課

対
応

方
針

内
　
容

６
次

計
画

骨
子
案

意
　
見

対
　
応

区 分
５
次
計
画

ペ
ー
ジ

6
Ⅰ

1

障
害

者
差
別
解

消
条

例
に
基
づ
く

不
当
な
差
別
の
禁

止
と
合
理
的
配
慮

の
提

供
の
推
進

2
2

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

市
民
と
接

す
る
市

役
所

窓
口
に
お
い
て
も
差

別
解

消
法

の
理

解
が
不

足
し
て
お
り
、
障

害
が
あ
る
方
が
差

別
的
な
扱

い
を
受
け
る
事

例
が
実

際
に
あ
り
、
公

務
員

へ
の
教

育
は

必
須
で
あ
る
。

ま
た
、
虐

待
に
つ
い
て
は
特

別
な
も
の
で
は
な
く
日

常
の

生
活
の
中
で
日

々
起
こ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
市

民
・
県

民
に
対
し
て
継

続
的
に
周

知
し
て
い
く
取

組
み

も
必

要
で
あ
る
。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
者

政
策

課
障

害
者

政
策

班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

法
改

正
に
準
じ
て
、
本

県
の
条

例
に
お
い
て
も
、
障

害
者

差
別
に
関

す
る
相

談
に
対

応
で
き
る
人

材
育

成
を

す
る
こ
と
が
明

記
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
市

町
職

員
向
け
人

材
育

成
研

修
（R

6
か
ら
実

施
）に

障
害

福
祉

担
当

課
職

員
の
み
な
ら
ず
、
県

及
び

市
町
の
他

部
局
に
も
受

講
し

て
も
ら
う
な
ど
の
工

夫
に
つ
い
て
検

討
し
て
ま
い
り
ま

す
。

7
Ⅰ

1

障
害

者
差
別
解

消
条

例
に
基
づ
く

不
当
な
差
別
の
禁

止
と
合
理
的
配
慮

の
提

供
の
推
進

2
2

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

S
N
S
の
利

便
性
の
高
さ
、
匿

名
性

や
簡

易
性
か
ら
、
多
く
の

人
が
活

用
す
る
よ
う
に
な
り
、
表

面
で
は
取
り
繕
っ
て
い
て

も
、
顔
が
見
え
な
い
ネ
ッ
ト
社

会
で
は
平

気
で
人
を
傷

つ
け

る
こ
と
が
容

易
な
社

会
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
中
に
お
い
て
は
、
障

害
者
だ
け
が
優

遇
さ
れ
る
と
考

え
て
い
る
方
も
少
な
く
な
い
印

象
を
受
け
る
。
差

別
や

偏
見

の
解

消
の
た
め
に
は
、
障

害
者
だ
か
ら
配

慮
す
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
相

手
も
自

分
も
お

互
い
に
配

慮
し
あ
う
と
い

う
、
人
と
人
の
か
か
わ
り
あ
い
の
根

幹
と
な
る
部

分
の
普

及
啓

発
等
が
必

要
で
あ
る
。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
者

政
策

課
障

害
者

政
策

班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

「
障

害
者

週
間

」
等
を
通
じ
て
、
広
く
県

民
に
対
し
て
障

害
の
あ
る
人
に
対

す
る
理

解
を
深
め
る
た
め
の
啓

発
活

動
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
引
き
続
き
推

進
し
て
ま
い
り
ま

す
。

8
Ⅰ

1
(4
)

福
祉

教
育
・
地
域

交
流
の
推
進

2
7

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

福
祉

教
育
を
推

進
す
る
中
で
、
地

域
の
人

材
（
障

害
福

祉
に
か
か
わ
る
支

援
者
、
当

事
者

）を
ぜ

ひ
活

用
し
て
い
た

だ
き
た
い
こ
と
、
教

員
が
障

害
者
を
理

解
で
き
る
よ
う
な
取

組
み
の
工

夫
が
必

要
で
あ
る
。

教
育

委
員

会

特
別

支
援

教
育

課
義

務
教

育
課

教
育

政
策

課
　
ほ

か

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

学
校
の
運

営
と
そ
の
た
め
に
必

要
な
支

援
に
つ
い
て

協
議

す
る
学

校
運

営
協

議
会

（コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー

ル
）
の
委

員
に
は
、
障

害
福

祉
に
関
わ
る
人

材
等
を
任

命
す
る
と
と
も
に
、
総

合
的
な
学

習
（
探

究
）の

時
間

、
特

別
活

動
の
教

育
活

動
の
中
で
も
、
障

害
福

祉
に
か

か
わ
る
支

援
者

や
当

事
者

等
を
講

師
と
し
て
迎
え
る
な

ど
、
福

祉
教

育
の
充

実
を
図
っ
て
い
ま
す

。
ま
た
、
教

育
委

員
会
で
は
、
教

員
が
多

様
な
人

権
課

題
や

多
様

性
の
尊

重
等
に
つ
い
て
理

解
を
深
め
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
悉

皆
研

修
や

希
望

研
修
を
実

施
し
て
い
ま

す
。
引
き
続
き
、
研

修
の
工

夫
等
を
通
じ
て
、
教

員
の

資
質

能
力
の
向

上
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す

。

9
Ⅰ

1
(2
)

権
利

擁
護
の
推
進

2
5

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

成
年

後
見

制
度
の
利

用
促

進
を
行
う
と
と
も
に
、
後

見
人

の
担
い
手
を
増

や
す

取
り
組

み
も
必

要
で
あ
る
。
制

度
の

周
知

及
び

理
解

促
進
を
図
り
、
市

民
後

見
人
と
な
る
人

材
を
確

保
し
て
い
く
よ
う
な
取

組
み
が
一

層
必

要
で
あ
る
。

健
康

福
祉

部
福

祉
長

寿
局

地
域

福
祉

課
計

画
に
反

映

＜
修

正
後
の
本

文
＞

「
判

断
能

力
が
十

分
で
は
な
い
人
の
権

利
を
擁

護
す

る
た
め
、
成

年
後

見
制

度
の
利

用
促

進
に
向
け
て
市

町
の
地

域
連

携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構

築
や
そ
の
中

核
と
な

る
機

関
の
運

営
な
ど
の
取

組
を
支

援
し
ま
す
。
」

1
0

Ⅰ
1

(3
)

虐
待

防
止
対
策
の

推
進

2
6

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

静
岡

県
に
お
い
て
は
入

院
者

訪
問

支
援

事
業

や
精

神
障

害
者

地
域

移
行

支
援

者
連

携
事

業
が
実

施
さ
れ
て
お
り
、

第
三

者
が
医

療
機

関
へ

訪
問

す
る
こ
と
に
よ
り
、
外

部
の

目
が
入
る
キ
ッ
カ
ケ
と
な
る
等
の
視

点
も
取
り
入
れ
、
虐

待
防

止
対

策
に
つ
い
て
は
講
じ
て
い
た
だ
き
た
い
。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
福

祉
課

精
神

保
健

福
祉

班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

入
院

者
訪

問
支

援
事

業
や

精
神

障
害

者
地

域
移

行
支

援
者

連
携

事
業
は
虐

待
防

止
対

策
を
目

的
と
し
た

事
業
で
は
な
い
が
、
こ
の
事

業
を
利

用
す
る
こ
と
で
、
外

部
の
目
が
院

内
に
入
る
き
っ
か
け
に
も
な
り
、
そ
れ
が
病

院
の
風

通
し
を
良
く
す
る
効

果
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
事

業
の
利

用
件

数
の
増

加
、

及
び

質
が
担

保
さ
れ
る
よ
う
、
医

療
機

関
へ
の
制

度
周

知
や

研
修
を
開

催
し
て
ま
い
り
ま
す

。
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３ 本 柱

大 柱
中 柱

小 柱
大

・
中
柱
名

団
　
体

内
　
容

担
当

部
局

担
当
課

対
応

方
針

内
　
容

６
次

計
画

骨
子
案

意
　
見

対
　
応

区 分
５
次
計
画

ペ
ー
ジ

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
者

政
策

課
障

害
者

政
策

班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

県
が
実

施
し
て
い
る
虐

待
防

止
・
権

利
擁

護
研

修
に
お

い
て
、
R
7
年

度
か
ら
「
虐

待
が
起
こ
り
に
く
い
職

場
作
り
」

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
し
て
実

施
予

定
で

あ
り
、
加
え
て
、
受

講
者
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
参

考
に
、
研

修
を
よ
り
効

果
的
な
も
の
に
し
て
ま
い
り
ま
す

。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
福

祉
課

精
神

保
健

福
祉

班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

精
神

科
病

院
に
対

す
る
定

期
の
実

地
指

導
（
事

務
指

導
監

査
）
時

等
に
院

内
研

修
の
実

施
状

況
を
確

認
す

る
と
と
も
に
、
県
が
実

施
し
て
い
る
、
精

神
科

病
院

虐
待

対
応

医
療

従
事

者
向
け
研

修
へ
の
参

加
を
推

奨
し
て

ま
い
り
ま
す

。

1
2

Ⅰ
2

(1
)

情
報
ア
ク
セ
シ
ビ
リ

テ
ィ
の
向
上
及
び

意
思

疎
通
支
援
の

充
実

3
0

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

実
態

調
査

結
果
で
「
制

度
や

支
援
が
あ
っ
て
も
、
本

人
が

知
ら
な
け
れ
ば

意
味
が
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
十

分
な
配

慮
が
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
情

報
の
収

集
手

段
の
実

態
に
合
わ
せ
た
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
向

上
へ
の
取

組
み

の
記

載
も
必

要
。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
者

政
策

課
障

害
者

政
策

班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

障
害
の
あ
る
方

へ
の
実

態
調

査
に
お
い
て
は
、
７
割

の
方
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
IC
T
機

器
を
使

用
し
て
い
る

一
方
で
、
使

用
し
て
い
な
い
３
割
の
方
に
つ
い
て
は
、

市
役

所
や

家
族
、
テ
レ
ビ
等
か
ら
情

報
を
得
て
い
る
と

い
う
結

果
と
な
り
ま
し
た
。

引
き
続
き
、
県
の
施

策
に
お
い
て
は
、
各

種
の
媒

体
を

通
じ
て
、
適

時
、
分
か
り
や

す
い
情

報
伝

達
を
行
っ
て

ま
い
り
ま
す

。

1
3

Ⅱ
1

(2
)

相
談

支
援
従
事

者
等
の
人
材
育
成

3
8

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

相
談

支
援

専
門

員
の
質
の
低

下
と
量
の
不

足
は
深

刻
で

あ
る
。
計

画
的
な
人

材
育

成
体

制
を
県
、
圏

域
、
市

町
の

連
動

性
や

構
造

的
な
育

成
体

制
の
検

討
が
必

要
で
あ

る
。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
者

政
策

課
障

害
者

政
策

班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

各
市

町
や

各
市

町
・
圏

域
の
自

立
支

援
協

議
会
の
協

力
の
下
、
相

談
支

援
従

事
者

研
修
の
更
な
る
充

実
と

質
の
向

上
を
図
り
つ

つ
、
引
き
続
き
相

談
支

援
専

門
員

を
育

成
し
て
ま
い
り
ま
す

。

1
4

Ⅲ
5

(1
)

精
神

障
害
の
あ
る

人
に
対

す
る
支
援

8
8

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

精
神

科
病

院
を
退

院
す
る
際
に
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
唯

一
の
選

択
肢
と
し
な
い
支

援
の
確

立
（
民

間
賃

貸
ア
パ
ー
ト
を

退
院

先
と
し
て
想

定
し
て
い
く
際
の
医

療
機

関
担

当
者

と
地

域
の
関

係
機

関
と
の
連

携
強

化
と
支

援
体

制
の
整

備
）

が
必

要
で
あ
る
。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
福

祉
課

精
神

保
健

福
祉

班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

精
神

科
病

院
か
ら
の
退

院
支

援
の
み
な
ら
ず
、
障

害
者

で
あ
っ
て
も
自
ら
の
住
ま
い
を
自

分
で
選

択
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
地

域
を
目

指
す
た
め
、
居

住
支

援
法

人
や

地
域

生
活

支
援

拠
点

等
の
活

用
を
視

野
に
入
れ
た

取
組
に
つ
い
て
、
医

療
機

関
担

当
者
と
地

域
の
関

係
機

関
で
構

成
さ
れ
る
県

地
域

移
行

部
会
で
協

議
し
、
そ

の
成

果
を
圏

域
地

域
移

行
部

会
を
通
じ
て
県

下
全

域
に
横

展
開
し
て
ま
い
り
ま
す

。

1
5

Ⅱ
2

(3
)

福
祉

人
材
の
養

成
・
確

保
4
2

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

福
祉

職
は
他

産
業
と
比

較
し
て
給

与
が
低
い
。
そ
の
た

め
、
処

遇
改

善
手

当
や

診
療

報
酬

改
定

等
、
安

定
的

な
賃

金
水

準
が
得
ら
れ
る
に
す
る
必

要
。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
者

政
策

課
障

害
者

政
策

班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

県
人

材
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
処

遇
改

善
加

算
の

取
得

等
に
係
る
事

業
所

向
け
の
相

談
支

援
や

国
の
各

種
補

助
金

等
の
活

用
促

進
を
通
じ
て
、
法

人
や

事
業

所
の
経

営
の
安

定
化

及
び

人
材

確
保
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す

。

1
6

Ⅱ
3

(1
)

訪
問

系
・
日
中
活

動
系
サ
ー
ビ
ス
の

充
実

4
9

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

自
立

生
活

援
助

や
地

域
定

着
支

援
と
い
っ
た
訪

問
の

サ
ー
ビ
ス
の
拡

充
が
必

要
。
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
提

供
事

業
者
が
増
え
る
取

組
み
に
つ
い
て
言

及
す
る
必

要
が
あ

る
。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
者

政
策

課
障

害
者

政
策

班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

各
種
サ
ー
ビ
ス
量
に
つ
い
て
は
、
県

障
害

福
祉

計
画

に
よ
り
各

市
町
の
必

要
量
の
積

上
げ
を
把

握
し
て
お

り
ま
す
。
引
き
続
き
、
３
年
ご
と
の
計

画
の
見

直
し
を
通

じ
適

正
量
の
管

理
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す

。

1
7

Ⅱ
3

(3
)

精
神

障
害
の
あ
る

人
の
地

域
移
行
の

促
進

5
1

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

障
害

保
健

福
祉

圏
域
に
設

置
さ
れ
て
い
る
地

域
移

行
定

着
支

援
専

門
部

会
と
各

市
町
に
設

置
さ
れ
て
い
る
地

域
移

行
定

着
支

援
専

門
部

会
と
の
役

割
や

内
容
の
す

み
分

け
を
行
い
つ

つ
、
連

動
す
る
部

分
は
継

続
し
て
い
く
こ
と
に
触

れ
ら
れ
る
と
良

い

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
福

祉
課

精
神

保
健

福
祉

班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

市
町

単
位
で
は
解

決
が
難
し
い
課

題
に
対
し
て
、
市

町
の
地

域
移

行
部

会
と
連

動
し
て
課

題
解

決
に
向
け
て

取
り
組

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
各

圏
域

地
域

移
行

部
会
で
把

握
、
県

自
立

支
援

協
議

会
地

域
移

行
部

会
ワ
ー
キ
ン
グ
に
集

約
し
、
関

係
者

間
で
共

有
し
な
が
ら

検
討
し
て
ま
い
り
ま
す

。

1
1

Ⅰ
1

障
害

者
差
別
解

消
条

例
に
基
づ
く

不
当
な
差
別
の
禁

止
と
合
理
的
配
慮

の
提

供
の
推
進

2
2

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

虐
待
に
よ
る
人

権
侵

害
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
、
研

修
実

施
の

確
認
の
み
な
ら
ず
、
虐

待
防

止
の
た
め
に
日

常
的
に
取

り
組
ん
で
い
る
こ
と
等

良
い
取

組
み
を
聴

取
し
、
評

価
、
公

表
等
を
行
う
等
、
具

体
策
の
記

載
が
望
ま
し
い
。
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３ 本 柱

大 柱
中 柱

小 柱
大

・
中
柱
名

団
　
体

内
　
容

担
当

部
局

担
当
課

対
応

方
針

内
　
容

６
次

計
画

骨
子
案

意
　
見

対
　
応

区 分
５
次
計
画

ペ
ー
ジ

1
8

Ⅱ
3

(3
)

精
神

障
害
の
あ
る

人
の
地

域
移
行
の

促
進

5
1

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

「
現

状
と
課

題
」で

は
、
精

神
科

病
院
の
長

期
入

院
等

の
権

利
侵

害
の
問

題
は
指

摘
さ
れ
ず
、
精

神
障

害
者
の
症

状
や

行
動
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
医

療
の
必

要
性
を
殊

更
に

強
調
さ
れ
て
い
る
。
医

療
だ
け
で
は
全
く
解

決
で
き
な
い
か

ら
生

活
モ
デ
ル
が
重

要
と
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
福

祉
課

精
神

保
健

福
祉

班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

精
神

障
害

者
が
地

域
で
生

活
を
し
て
い
く
た
め
の
基

盤
づ
く
り
を
し
て
い
く
上
で
、
本

人
が
自

分
の
暮
ら
し
を
選

択
で
き
る
よ
う
な
支

援
体

制
を
構

築
し
て
ま
い
り
ま
す

。

1
9

Ⅱ
4

一
人

ひ
と
り
の
特

性
に
応
じ
た
就
労

の
促

進
5
3

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

障
害
の
あ
る
方
の
新

規
就

労
支

援
も
重

要
だ
が
、
一

方
で

就
労

中
に
メ
ン
タ
ル
不

調
や

事
故

等
に
よ
っ
て
中

途
障

害
を
負
っ
た
方
に
対

す
る
復

職
支

援
に
つ
い
て
は
、
未
だ
取

り
組

み
が
充

実
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状

況
で
あ
る
。
復

職
等
の
支

援
に
関
し
て
は
現

状
、
企

業
が
実

施
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
お
り
、
障

害
者

職
業
セ
ン
タ
ー

等
の
事

業
を
利

用
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
居

住
地
に
よ
っ
て
は
障

害
者

職
業

セ
ン
タ
ー
の
利

用
が
困

難
な
例
も
少
な
く
な
い
。

離
職

す
る
と
い
う
選

択
を
丁

寧
に
受

容
し
、
そ
の
後
の
生

活
も
見

据
え
た
離

職
支

援
も
就

労
支

援
の
重

要
な
要

素
だ
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
に
も
言

及
が
必

要
で
あ
る
。

経
済

産
業

部
就

業
支

援
局

産
業

人
材

課

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

中
途

障
害
を
負
っ
た
方

へ
の
復

職
支

援
や
、
そ
の
後

の
生

活
を
見

据
え
た
離

職
支

援
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
支

援
の
中
で
、
離

職
か
ら
再

就
職

ま
で
の
一

連
の
支

援
が
可

能
で
あ
る
た
め
、
計

画
本

文
に

お
け
る
「
就

労
か
ら
職

場
定

着
・
再

就
職
ま
で
の
相

談
・

援
助

体
制
の
充

実
」の

記
載
を
も
っ
て
足
り
る
も
の
と
認

識
し
て
お
り
ま
す
が
、
事

業
の
中
で
、
よ
り
明

確
に
支

援
内

容
が
反

映
で
き
る
よ
う
検

討
し
て
ま
い
り
ま
す

。

2
0

Ⅱ
4

一
人

ひ
と
り
の
特

性
に
応
じ
た
就
労

の
促

進
5
3

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

就
労

選
択

支
援
が
有

効
に
機

能
す
る
こ
と
に
も
期

待
し
な

が
ら
、
定

着
支

援
の
有

効
な
手

段
と
し
て
導

入
時
の
マ
ッ

チ
ン
グ
の
重

要
性
が
強

調
さ
れ
、
言

及
さ
れ
た
い
。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
者

政
策

課
就

労
･施

設
班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

就
労

選
択

支
援
に
つ
い
て
は
、
障

害
者

就
業

・
生

活
支

援
セ
ン
タ
ー

や
関

係
機

関
と
連

携
し
な
が
ら
、
圏

域
自

立
支

援
協

議
会

就
労

部
会

等
を
通
じ
て
、
情

報
共

有
や

協
議
を
行
い
、
事

業
の
円

滑
な
導

入
と
効

果
的
な
運

用
が
図
ら
れ
る
よ
う
支

援
し
て
い
き
ま
す

。

2
1

Ⅱ
4
(3
)

職
場

定
着
の
支
援

5
5

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

「
精

神
障

害
者

職
場

環
境
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

」の
派

遣
件

数
や
、
「
在

宅
就

業
障

害
者

支
援

制
度

」に
関

連
し
た
在

宅
就

業
支

援
団

体
の
件

数
に
つ
い
て
目

標
値
を
定
め
て
取

り
組

む
べ
き
。

経
済

産
業

部
就

業
支

援
局

産
業

人
材
課

そ
の
他

現
状
、
「
精

神
障

害
者

職
場

環
境
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

」に
つ

い
て
は
、
企

業
か
ら
の
派

遣
要

請
に
応
じ
、
予

算
の
範

囲
内
で
、
企

業
に
赴
き
研

修
会

や
相

談
会
を
実

施
す

る
体

制
を
と
っ
て
い
ま
す
。
併

せ
て
、
雇

用
対

策
協

定
に
基

づ
き
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
の
連

携
の
も
と
「
精

神
・
発

達
障

害
者

雇
用
サ
ポ
ー
タ
ー

」と
協

働
し
、
企

業
訪

問
な
ど
を
通
じ
て
企

業
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
効

果
的
な
支

援
を
提

供
す
る
体

制
を
構

築
し
て
お
り
ま
す
。
県
と
し
て

は
、
企

業
か
ら
の
支

援
要

請
に
対

応
で
き
る
体

制
が
整

備
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
中

期
的
な
数

値
目

標
を
設

定
し
、
そ
の
目

標
の
達

成
を
目

指
す

性
質
の
事

業
で
は
な
い
と
認

識
し
て
い
る
た
め
、

目
標

値
の
設

定
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
在

宅
就

業
支

援
団

体
に
つ
い
て
は
、
静

岡
労

働
局
に
お
い
て
計

画
的
に
整

備
を
推

進
し
て
い
る
と
は

伺
っ
て
い
な
い
た
め
、
県
に
お
い
て
も
現

時
点
で
目

標
値
を
定
め
る
予

定
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
在

宅
就

業
に
関

す
る
動

向
を
注

視
し
つ

つ
、
必

要
に
応
じ
て
適

切
な
対

応
を
検

討
し
て
ま
い
り
ま
す

。
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３ 本 柱

大 柱
中 柱

小 柱
大

・
中
柱
名

団
　
体

内
　
容

担
当

部
局

担
当
課

対
応

方
針

内
　
容

６
次

計
画

骨
子
案

意
　
見

対
　
応

区 分
５
次
計
画

ペ
ー
ジ

2
2

Ⅱ
4

(4
)

福
祉

的
就
労
へ
の

支
援

5
6

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

交
通

手
段
が
少
な
く
、
通

所
へ
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
障

害
者
に
対
し
て
は
、
福

祉
的

就
労
に
お
い
て
在

宅
支

援
を
実

施
す
る
こ
と
に
一

定
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
が
、
こ
の
様
な
ニ
ー

ズ
を
有

す
る
地

域
に
お
い
て
は
在

宅
支

援
を
行
う
事

業
所

は
殆
ど
な
い
状

況
で
あ
る
。
在

宅
支

援
を
取
り
入
れ
る
こ
と

を
促

進
す
る
た
め
の
取

組
み
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
る
。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
者

政
策

課
就

労
･施

設
班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

就
労

選
択

支
援
に
つ
い
て
は
、
障

害
者

就
業

・
生

活
支

援
セ
ン
タ
ー

や
関

係
機

関
と
連

携
し
な
が
ら
、
圏

域
自

立
支

援
協

議
会

就
労

部
会

等
を
通
じ
て
、
情

報
共

有
や

協
議
を
行
い
、
事

業
の
円

滑
な
導

入
と
効

果
的
な
運

用
が
図
ら
れ
る
よ
う
支

援
し
て
い
き
ま
す

。

2
3

Ⅱ
5

(2
)

自
殺

総
合
対
策
の

推
進

6
0

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

特
に
児

童
・
生

徒
な
ど
へ
の
学

校
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
リ
テ
ラ

シ
ー

教
育
の
取
り
組

み
が
必

要
で
あ
る
。

教
育

委
員

会
特

別
支

援
教

育
課

義
務

教
育

課
　
ほ

か

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー
の
配

置
を
拡

充
し
、
相

談
体

制
の
充

実
を
図
る
と

と
も
に
、
悩

み
や

困
り
ご
と
が
あ
る
児

童
生

徒
を
早

期
に

把
握
し
、
市

町
や

関
係

機
関
と
連

携
し
た
組

織
的
な
支

援
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す

。

2
4

Ⅱ
5

(3
)

ひ
き
こ
も
り
の
状
態

に
あ
る
人
に
対
す

る
支

援
の
充
実

6
1

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

ひ
き
こ
も
り
状

態
に
あ
る
方

や
家

族
へ
の
支

援
の
中

核
は

市
町
と
な
っ
て
い
る
が
、
ひ
き
こ
も
り
に
関

す
る
知

識
や

技
術
を
持

つ
人

材
に
よ
る
対

応
が
で
き
て
い
な
い
自

治
体

も
少
な
く
な
い
。
　
こ
う
し
た
状

況
の
自

治
体
に
対
し
、
積

極
的
に
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
等
の
間

接
支

援
を
行
う
仕

組
み
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
る
。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
福

祉
課

精
神

保
健

福
祉

班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

身
近
な
相

談
窓

口
と
な
る
市

町
の
相

談
体

制
整

備
の

た
め
、
引
き
続
き
、
民

間
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
派

遣
し
、
ひ

き
こ
も
り
の
基

本
的
な
知

識
、
支

援
者
と
し
て
の
対

応
、

事
例

検
討
な
ど
、
市

町
の
相

談
体

制
整

備
を
支

援
し
て

ま
い
り
ま
す

。

2
5

Ⅱ
5

(5
)

質
の
高
い
医
療
及

び
歯

科
医
療
の
提

供
6
3

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

本
県
は
横

長
の
地

形
で
あ
り
、
特
に
有

床
の
精

神
科

医
療

機
関
は
偏

在
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
特
に
伊

豆
半

島
等

交
通
ア
ク
セ
ス
が
限
ら
れ
る
地

域
に
お
い
て
精

神
科

医
療

機
関
の
不

足
は
顕

著
で
あ
り
、
交

通
ア
ク
セ
ス
の
悪
さ
を

背
景
と
し
て
、
未

受
診
で
経

過
し
、
症

状
の
深

刻
化
が
見

ら
れ
る
方
も
多
く
、
早

急
の
対

応
を
求
め
た
い
。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
福

祉
課

精
神

保
健

福
祉

班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

保
健

所
が
、
患

者
や

家
族

等
か
ら
の
相

談
等
に
対

応
す
る
ほ
か
、
地

域
の
関

係
者

や
精

神
科

医
療

施
設

、
専

門
機

関
を
つ
な
ぎ
、
適

切
な
医

療
が
受
け
ら
れ
る
よ

う
支

援
す
る
と
と
も
に
、
隣

接
す
る
保

健
医

療
圏

等
の
精

神
病

床
を
有

す
る
医

療
施

設
と
の
連

携
に
よ
り
、
医

療
提

供
体

制
の
確

保
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す

。

2
6

Ⅲ
2

教
育
の
振
興

7
9

一
般
社
団
法
人
静

岡
県
精
神
保
健
福

祉
士
協
会

県
民
が
現

行
計

画
の
文

面
だ
け
み
れ
ば
、
こ
れ
が
イ
ン
ク

ル
ー
シ
ブ
教

育
か
と
誤

解
す
る
可

能
性
が
高
い
。

第
5
次

静
岡

県
障

害
者

計
画
で
の
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教

育
シ
ス
テ
ム
の
推

進
は
、
分

離
別

学
教

育
を
前

提
と
し
て
お

り
、
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教

育
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
計

画
の
項

目
は
あ
く
ま
で
教

育
環

境
の
改

善
に
す
ぎ
な
い
と
言

え
る
。

今
回
、
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教

育
を
記

載
す
る
に
た
り
、
日

本
は
国

連
か
ら
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
が
実

現
で
き
て
い
な
い
こ
と

に
改

善
勧

告
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
注

意
書
き
に
入
れ
て

い
た
だ
き
た
い
。
県

民
が
判

断
で
き
る
公

平
公

正
な
情

報
を
発

信
す
る
こ
と
が
計

画
策

定
に
は
求
め
ら
れ
る
。

教
育

委
員
会

特
別

支
援

教
育

課
計

画
に
反

映

＜
修

正
後
の
本

文
＞

※
用

語
集

部
分

用
語

「イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教

育
シ
ス
テ
ム
」
の
説

明
を
修

正
し
ま
す

。
「
人

間
の
多

様
性
の
尊

重
等
の
強

化
、
障

害
者
が
精

神
的

及
び

身
体

的
な
能

力
等
を
可

能
な
最

大
限

度
ま
で

発
達
さ
せ
、
自

由
な
社

会
に
効

果
的
に
参

加
す
る
こ
と

を
可

能
と
す
る
と
の
目

的
の
下
、
障

害
の
あ
る
者
と
障

害
の
な
い
者
が
共
に
学

ぶ
仕

組
み
で
あ
り
、
障

害
の
あ
る

者
が
一

般
的
な
教

育
制

度
か
ら
排

除
さ
れ
な
い
こ
と
、

自
己
の
生

活
す
る
地

域
に
お
い
て
初

等
中

等
教

育
の

機
会
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
個

人
に
必

要
な
合

理
的

配
慮
が
提

供
さ
れ
る
等
が
必

要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
国

際
連

合
の
障

害
者

権
利

委
員

会
に
よ
る
勧

告
で
は
、
障

害
者

権
利

条
約

第
2
4
条
を
踏
ま
え
つ

つ
、
「
同
じ
場

で
共
に
学

ぶ
こ
と
を
追

求
す
る
と
と
も
に
、
個

別
の
教

育
的

ニ
ー
ズ
の
あ
る
幼

児
児

童
生

徒
に
対
し
て
、
自

立
と
社

会
参

加
を
見

据
え
て
、
（
中

略
）
多

様
で
柔

軟
な
仕

組
み
を
整

備
す
る
こ
と
が
重

要
」と

し
て
い
ま
す
。
2
0
2
2
年

９
月
に
国

際
連

合
の
障

害
者

権
利

委
員

会
か
ら
日

本
政

府
へ

提
出
さ
れ
た
総

括
所

見
で
は
、
「
障

害
の
あ
る

子
ど
も
へ
の
分

離
さ
れ
た
特

別
教

育
が
永

続
し
て
い
る

こ
と
」
等
の
懸

念
事

項
が
指

摘
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
、
文

部
科

学
省
は
「
特

別
支

援
教

育
を
中

止
す
る
こ
と
は
考

え
て
い
な
い
」
と
の
見

解
を
示
し
て
い
ま
す
。
」
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３ 本 柱

大 柱
中 柱

小 柱
大

・
中
柱
名

団
　
体

内
　
容

担
当

部
局

担
当
課

対
応

方
針

内
　
容

６
次

計
画

骨
子
案

意
　
見

対
　
応

区 分
５
次
計
画

ペ
ー
ジ

2
7

Ⅰ
2

(1
)

イ

情
報
ア
ク
セ
シ
ビ
リ

テ
ィ
の
向
上
及
び

意
思

疎
通
支
援
の

充
実

3
0

高
次
脳
機
能
障
害

友
の
会
し
ず
お
か

高
次

脳
機

能
障

害
は
「
見
え
な
い
障

害
」と

い
わ
れ
ま
す

。
高

次
脳

機
能

障
害

者
の
中
に
は
、
身

体
に
障

害
の
な
い
、

一
見

問
題
を
抱
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
方
が
い
ま
す

。
理

解
が
追
い
付
か
な
く
て
も
、
そ
の
場
で
の
対

応
は
で
き
、

理
解
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
い
ま
す

。
記

憶
障

害
や

注
意

障
害
な
ど
高

次
脳

機
能

障
害
の
特

性
に
よ
っ
て
、
情

報
を
適

時
・
適

切
に
取

得
す
る
た
め
に
は
、

障
害

特
性
に
応
じ
た
適

切
な
支

援
が
必

要
と
な
り
ま
す

。
ぜ

ひ
充

実
を
図
る
た
め
に
現

状
な
ど
聞
き
取
り
を
お

願
い

し
ま
す

。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
福

祉
課

精
神

保
健

福
祉

班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

本
人

及
び

家
族
に
ど
の
よ
う
な
困
り
ご
と
が
あ
る
か
、
高

次
脳

機
能

障
害

地
域

基
盤

整
備

事
業

専
門

家
会

議
等
に
お
い
て
、
家

族
会

や
支

援
拠

点
機

関
等
か
ら
、
意

見
聴

取
の
機

会
を
設
け
て
ま
い
り
ま
す

。

2
8

Ⅰ
2

(1
)

イ

情
報
ア
ク
セ
シ
ビ
リ

テ
ィ
の
向
上
及
び

意
思

疎
通
支
援
の

充
実

3
0

高
次
脳
機
能
障
害

友
の
会
し
ず
お
か

現
行
の
計

画
で
は
、
情

報
保

障
の
推

進
で
「
聴

覚
や

音
声

・
言

語
機

能
に
障

害
の
あ
る
人
と
な
い
人
が
、
円

滑
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
」
と
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
対

象
者
が
聴

覚
や

音
声

・
言

語
機

能
に
障

害
の
あ
る
人
の
み
だ
と
、
読

み
取
れ
ま
す
。
ま
た
そ
の
よ
う
に

思
っ
て
い
る
方
も
多
く
、
失

語
症
は
な
く
と
も
高

次
脳

機
能

障
害

者
に
も
必

要
な
支

援
で
あ
る
こ
と
を
ま
だ
ま
だ
知
ら
れ

て
い
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
対

象
者
が
聴

覚
や

音
声

・
言

語
機

能
に
障

害
の
あ
る
人
に
限

定
さ
れ
な
い
よ
う
な
表

記
の
変

更
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
障

害
特

性
に
配

慮
し
た
意

思
疎

通
支

援
の
ニ
ー
ズ
の
把

握
の
た
め
の
聞
き
取
り
を
お

願
い

し
ま
す

。
ま
た
、
失

語
症

者
向
け
意

思
疎

通
支

援
者
の
養

成
に
つ

い
て
は
、
県
H
P
な
ど
で
調

べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
派

遣
に
つ
い
て
知
る
手

立
て
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
取
り
組

み
に
つ

い
て
知
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す

。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
福

祉
課

身
体

障
害

福
祉

班
計

画
に
反

映

＜
修

正
後
の
本

文
＞

「
聴

覚
や

音
声

・
言

語
機

能
に
障

害
の
あ
る
人

等
と
な

い
人
が
、
円

滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
手

話
通

訳
者
、
要

約
筆

記
者
、
失

語
症

者
向
け
意

思
疎

通
支

援
者
を
養

成
・
派

遣
し
ま
す
。
」

「
聴

覚
に
障

害
の
あ
る
人

等
と
な
い
人
が
、
円

滑
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
手

話
通

訳
者

及
び

要
約

筆
記

者
の
養

成
と
資

質
向

上
を
図

る
た
め
の
研

修
を
実

施
し
ま
す
。
」

2
9

－
－

－
用

語
相

談
支

援
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

1
1
4

高
次
脳
機
能
障
害

友
の
会
し
ず
お
か

用
語

「
相

談
支

援
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

」に
つ
い
て
は
、

「
高

次
脳

機
能

障
害

支
援

拠
点

機
関
の
支

援
コ
ー

デ
ィ

ネ
ー
タ
ー

」の
こ
と
を
指

す
の
か
と
思
い
ま
す
が
、
少
し
わ

か
り
に
く
く
感
じ
ま
し
た
。

表
記
に
つ
い
て
、
ご
検

討
く
だ
さ
い
。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
福

祉
課

精
神

保
健

福
祉

班
計

画
に
反

映

＜
修

正
後
の
本

文
＞

※
用

語
集

部
分

用
語

「
相

談
支

援
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

」を
「
支

援
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

（
高

次
脳

機
能

障
害

支
援

拠
点

機
関

）
」

に
修

正
し
ま
す
。
　

3
0

－
－

－

骨
子

案
＜
重
点

②
＞

「
親
亡
き
後
」

の
地

域
生
活
継
続

の
た
め
の
仕
組
み

づ
く
り

＜
重

点
③
＞
大

規
模

地
震
や
風

水
害

等
の
災
害
発

生
時
に
向
け
た
防

災
体

制
の
充
実

高
次
脳
機
能
障
害

友
の
会
し
ず
お
か

「
親

亡
き
後

」の
地

域
生

活
継

続
の
た
め
の
仕

組
み

づ
く
り

は
喫

緊
の
課

題
で
す

。
高

次
脳

機
能

障
害
は
中

途
障

害
で
あ
り
、
高

次
脳

機
能

障
害

者
が
自

分
の
障

害
の
状

況
を
と
ら
え
る
こ
と
が
難
し
い

場
合
が
多
く
、
関
わ
る
支

援
者
の
理

解
が
必

要
で
す
。
ま

た
、
こ
れ
ま
で
は
介

護
者
と
し
て
の
役

割
を
持
っ
て
い
た
家

族
が
高

齢
化
し
て
い
ま
す
。
家

族
支

援
が
こ
れ
ま
で
以

上
に
必

要
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ニ
ー
ズ
も
含
め
た
現

状
の
把

握
を
お

願
い
し
ま
す

。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
福

祉
課

精
神

保
健

福
祉

班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

高
次

脳
機

能
障

害
者

支
援

養
成

研
修
の
開

催
を
と
お

し
て
、
地

域
の
支

援
力
の
向

上
を
促

進
し
ま
す
。
ま
た
、

県
が
委

託
し
て
い
る
高

次
脳

機
能

障
害

支
援

拠
点

機
関
が
中

心
と
な
っ
て
、
地

域
の
支

援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構

築
し
て
ま
い
り
ま
す

。

12



３ 本 柱

大 柱
中 柱

小 柱
大

・
中
柱
名

団
　
体

内
　
容

担
当

部
局

担
当
課

対
応

方
針

内
　
容

６
次

計
画

骨
子
案

意
　
見

対
　
応

区 分
５
次
計
画

ペ
ー
ジ

健
康

福
祉

部
政

策
管

理
局

障
害

者
政

策
課

身
体

障
害

福
祉

班

健
康

福
祉

部
政

策
管

理
局

企
画

政
策

課

3
2

Ⅰ
1

(1
)

差
別

解
消
の
推
進

2
2

一
般
社
団
法
人
　

静
岡
県
社
会
福
祉

士
会

申
立

件
数
の
目

標
は
や
め
、
代
わ
り
に
「
市

町
に
お
け
る

支
援

協
議

会
の
設

置
数

」を
目

標
を
す
る
。
（
現

在
が
何

市
町
か
に
よ
り
、
目

標
を
ど
う
設

定
す
る
か
は
要

検
討

）。
ど
う

し
て
も
申

立
件

数
の
設

定
が
必

要
な
ら
ば
、
申

立
件

数
の

目
標
を
1
件
と
し
て
お
く
の
も
一

案
。

理
由

：
申
し
立
て
の
前

提
と
し
て
県

や
相

談
窓

口
に
相

談
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
「
申
し
立
て
を
受

付
け
な

い
よ
う
に
し
て
い
る
」
と
い
う
批

判
を
受
け
そ
う
で
あ
り
、
あ
ま

り
適

切
だ
と
は
思
え
な
い
。
他

県
で
も
こ
の
目

標
値
を
障

害
者

計
画
で
設

定
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
ま
り
な
い
。

逆
に
、
市

町
で
の
対

応
を
推

進
す
る
た
め
に
も
、
市

町
で

の
支

援
協

議
会
の
設

置
を
推

進
す
る
方
が
、
内

閣
府

の
方

針
に
も
添
う
し
、
県
に
上
が
っ
て
く
る
相

談
件

数
も
減

る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。

健
康

福
祉

部
障

害
者

支
援

局
障

害
者

政
策

課
障

害
者

政
策

班

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

本
計

画
の
上

位
計

画
で
あ
る
県

総
合

計
画
の
指

標
と

の
整

合
を
図
る
た
め
、
現

行
の
数

値
目

標
は
廃

止
し
、

「
企

業
等

へ
の
差

別
解

消
に
関

す
る
講

師
派

遣
の
件

数
」に

目
標

値
を
変

更
す
る
予

定
で
お
り
ま
す

。

3
1

Ⅱ
6

(1
)

地
域
に
お
け
る
防

災
体

制
の
充
実

6
9

高
次
脳
機
能
障
害

友
の
会
し
ず
お
か

高
次

脳
機

能
障

害
者
は
外

見
か
ら
判

断
し
に
く
く
、
情

報
伝

達
以

外
に
も
避

難
時
の
支

援
が
不

足
す
る
の
で
は
な

い
か
と
心

配
し
て
い
ま
す

。
高

次
脳

機
能

障
害

者
が
自

分
の
障

害
の
状

況
を
と
ら
え
る

の
が
難
し
い
場

合
が
多
く
、
災

害
発

生
時
に
支

援
を
自

ら
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
方
は
、
少
な
い
と
推

察
さ
れ
ま
す

。
日

常
生

活
で
は
、
支

援
を
受
け
な
が
ら
仕

事
な
ど
が
で
き

て
い
て
も
、
突

発
的
に
起
き
た
出

来
事
に
対

応
す
る
こ
と
が

難
し
い
高

次
脳

機
能

障
害

者
が
多
い
よ
う
に
感
じ
て
い
ま

す
。
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
に
弱
い
高

次
脳

機
能

障
害

者
に
と
っ
て

は
、
災

害
発

生
時
に
は
か
な
り
の
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
ま
す

。
他
の
障

害
と
同

様
に
、
障

害
特

性
に
応
じ
た
防

災
体

制
の

確
立
を
お

願
い
し
ま
す

。

意
見
の
趣

旨
を
踏

ま
え
事

業
等

に
反

映

災
害

等
緊

急
時

に
備

え
、

障
害

の
あ

る
人

な
ど

避
難

行
動

要
支

援
者

の
迅

速
な

避
難

支
援

及
び

的
確

な
安

否
確

認
等

を
行

う
た

め
、

市
町

に
お

け
る

個
別

避
難

計
画

の
作

成
を

促
進

す
る

と
と

も
に

、
災

害
発

生
時

に
は

、
関

係
団

体
と

連
携

し
、

必
要

な
災

害
情

報
等

の
提

供
を

行
っ

て
ま

い
り

ま
す

。
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障
害

当
事

者
や

そ
の

家
族

か
ら

の
意

見

区
　

分
人

　
数

意
　
見

知
的
障
害

本
　
人

セ
ミ

ナ
ー

参
加
者

1
2

8
月

3
0
日

知
的

障
害

者
職

業
自

立
啓

発
セ

ミ
ナ

ー
終

了
後

職
場

で
は
、
一
人
ひ
と
り
の
障
害
特
性
を
よ
く
理
解
し
て
も
ら
い
、
上
司

や
周

囲
の
人
か
ら
の
声
か
け
や
仕
事
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
な
ど
を
お
願

い
し

た
い
。

本
人
/
家

族
摂

食
障

害
当

事
者

本
人

・
家

族
1

8
月

2
1
日

第
１

回
摂

食
障

害
対

策
推

進
協

議
会

摂
食

障
害
そ
の
も
の
の
知
識
と
と
も
に
、
受
診
先
が
わ
か
る
よ
う
な
パ
ン

フ
レ

ッ
ト
を
作
成
し
周
知
す
る
方
法
が
効
果
的
で
あ
る
。
（
受
診
先
が
分

れ
ば

早
期
受
診
・
治
療
に
つ
な
が
る
）

本
　

人
ピ

ア
サ

ポ
ー

タ
ー

4
9
月

4
日

ピ
ア

ワ
ー

キ
ン

グ
終

了
後

・
地

域
移
行
に
際
し
て
、
Ｇ
Ｈ
あ
り
き
で
は
な
く
当
事
者
の
意
見
も
し
っ

か
り

汲
ん
で
も
ら
い
た
い
。

・
個

別
避
難
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点

か
ら

記
載
し
た
個
人
情
報
を
適
切
に
管
理
し
て
欲
し
い
。

家
　

族
当

事
者

家
族

（
重

心
）

5
5
月

1
8
日

遷
延

性
意

識
障

害
家

族
会

後
・

災
害
時
の
電
源
確
保
に
対
し
て
不
安
が
あ
る
。

・
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
し
て
欲
し
い
。

家
　

族
当

事
者

家
族

（
重

心
）

1
0

－
静

岡
市

手
を

つ
な

ぐ
育

成
会

総
会

後
の

意
見

交
換

会

・
事

前
避
難
で
あ
っ
て
も
人
工
呼
吸
器
を
装
着
し
て
い
る
と
、
避
難
す
る

こ
と

自
体
が
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
災
害
時
に
正
確
な
情
報
が
届
か
な
い

等
不

安
が
あ
る
。

・
福

祉
避
難
所
の
一
覧
を
示
さ
れ
て
も
自
分
た
ち
は
ど
こ
に
行
け
ば
い
い

の
か

、
避
難
行
動
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
な
い
と
動
け
な
い
。

・
名

簿
も
５
年
ほ
ど
前
に
提
出
し
た
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
わ
か
ら
な

い
。

・
障

害
の
重
い
方
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
へ
の
要
望
は
あ
る
も
の
の
い
ざ
入

所
と

な
る
と
躊
躇
す
る
。
自
分
の
体
の
限
界
も
感
じ
る
が
ま
だ
頑
張
れ
る

か
も

と
思
っ
て
し
ま
う
。

本
人
/
家

族
当

事
者

家
族

（
重

心
）

3
0

医
療

的
ケ

ア
児

の
防

災
キ

ャ
ン

プ
中

・
災

害
時
の
電
源
確
保
に
対
し
て
不
安
が
あ
る
。

・
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
し
て
欲
し
い
（
重
度
訪
問
介
護
）
。

家
　

族
人

工
呼

吸
器

装
着

児
の

保
護

者
5

7
月

2
9
日

自
宅

訪
問

及
び

Ｗ
ｅ

ｂ

在
宅

の
人
工
呼
吸
器
装
着
児
は
、
親
が
ひ
と
り
つ
き
っ
き
り
で
ケ
ア
を
し

て
い

る
こ
と
が
多
く
、
一
馬
力
で
家
計
に
余
裕
が
な
い
。
そ
の
よ
う
な

中
、

定
期
的
に
利
用
す
る
訪
問
看
護
サ
ー
ビ
ス
や
通
院
時
の
交
通
費
な

ど
、

自
己
負
担
額
が
家
計
を
圧
迫
し
、
非
常
に
苦
し
い
状
況
で
あ
る
た

め
、

経
済
的
な
支
援
を
お
願
い
し
た
い
。

家
　

族
焼

津
重

症
心

身
障

害
児

者
を

守
る

会
の

会
員

で
あ

る
保

護
者

1
0

7
月

2
9
日

塚
本

県
議

の
仲

介
に

よ
り

会
議

開
催

・
志

太
榛
原
圏
域
で
短
期
入
所
の
受
け
入
れ
先
が
少
な
い
。
特
に
動
け
る

医
ケ

ア
児
は
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
た
め
、
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
お
願

い
し

た
い
。

・
保

護
者
の
高
齢
化
が
顕
著
で
あ
り
、
保
護
者
亡
き
後
の
受
け
入
れ
先
と

し
て

、
重
心
対
応
の
Ｇ
Ｈ
等
の
充
実
を
お
願
い
し
た
い
。

相
手
方

意
見

交
換

・
聴

取
の

機
会

精
神
障
害

医
ケ
ア

重
心

資
料
６
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第
６
次

静
岡

県
障

害
者

計
画

策
定

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

区
　
分

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

１
月

２
月

３
月

【
審

議
会
】

障
害

者
施
策

推
進

協
議
会

関
係

団
体

庁
内

関
係

部
局

障
害

者
政

策
課

議
　
会

●
7
/
2
4
 策

定
・

推
進

協
議
会

（
第

１
回

庁
内

会
議
）

骨
子
案

●
8
/
2
8
 施

策
推

進
協

議
会

（
第

１
回
）

計
画

案
作
成

部
局

作
業

●
1
1
/
1
0
 施

策
推

進
協

議
会

（
第

２
回
）

 
 
 
 ●

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1
0
/
1
5
 策

定
・

推
進

協
議
会

 
 
（

第
２

回
庁

内
会

議
）

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン
ト

団
体

・
当

事
者

へ
の

意
見

照
会

　
　

　
●

　
3
/
2
4
 施

策
推

進
協

議
会

　
　

　
（

第
３

回
）

骨
子

案
意

見
照
会

計
画

案
修
正

部
局

作
業

部
局

作
業

公 表

●
県

議
会

報
告

資
料

７
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（件名）

こどもの自殺危機対応チームの設置

（障害者支援局 障害福祉課）

１ 概要

自殺リスクの高いこどもへの対応に課題を抱える学校等に対し、多職種の専門家（精神科医、

心理士、精神保健福祉士等）がチームとなって助言を行い、支援体制の構築を支援することで、

地域における迅速かつ適切な対応を促進する。（全体図は別紙のとおり）

２ 県内自殺者数の状況（厚生労働省「人口動態統計調査」)

※令和６年の全国の小中高生の自殺者数は529人で過去最多

３ チーム設置のメリット

・学校等が医療や福祉の助言を適時受けられる体制が構築され、専門家の助言や支援を受け

て迅速かつ適切な支援を行えるようになることで、こどもの自殺危機への対応力が強化さ

れる。

・自殺リスクの高いこどもへの対応方法について相談又は介入を依頼できる体制が構築され、

学校職員等の心理的な負担を軽減し現場を支えることができる。

・チームによる支援を通じて様々な関係者や関係機関（地域の相談支援事業所等）とつなが

ることで、自殺リスクの背景等へもアプローチができる。

・ケース対応を重ねていく中で、学校や教委、市町等の地域支援者間でこどもの自殺危機対応に

係る知見の獲得・蓄積が進むとともに、学校等を中心とした地域の自殺対策ネットワーク構築

が促進される。

４ スケジュール（予定）

暦年 H28 H29 H30 R元 R２ R３ R４ R５ R６

自殺者数 602 588 586 564 583 539 605 609 527

項 目 R２ R３ R４ R５ R6

19歳以下 17 20 20 23 16

短 期 目 標
地域におけるこどもの自殺危機への迅速かつ適切な対応支援

自殺リスクがあるこどもに対応する教員等の負担軽減

中長期目標
地域における自殺対策力の向上

（学校等の地域の支援者間での連携体制の構築・強化）

時期 内容

～令和７年９月 ・チーム稼働に向けた準備（専門家メンバーの委嘱等）

令和７年８月～10月

・校長協会等への説明

※静岡県高等学校長協会、市町教育長・校長代表者、

市町教育委員会生徒指導担当者、私立学校長等

令和７年10月

・ネットワーク会議を開催 ※キックオフミーティングの位置づけ

参加者：健康福祉部、教委、チームのメンバー

・各県立学校に対して支援要請のニーズ調査を実施

令和７年11月 ・模擬訓練の開催 参加者：健康福祉部、教委、チームのメンバー

令和７年12月～

・支援要請のニーズがある県立学校と先行で事業を実施

参加者：学校、健康福祉部、教委、チームのメンバー

・チームの体制が整った段階で、市町教委や私立学校にも案内

資料８
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こ
ど

も
の

自
殺

危
機

対
応

チ
ー

ム
の

全
体

図

①
希

死
念

慮
の

高
い

相
談

等

学
校

・
教

育
委

員
会

等
生

徒
・

家
族

地
域

の
支

援
拠

点
（

医
療

機
関

、
市

町
福

祉
課

、
相

談
支

援
事

業
所

、
  

 
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
、

児
童

・
民

生
委

員
、

社
協

、
N

P
O

、
 

ス
ク

ー
ル

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

等
）

⑥
情

報
共

有
・

連
携

 
サ

ポ
ー

ト

障
害

福
祉

課

情
報

共
有

⑩
情

報
共

有
・

連
携

③
状

況
確

認
③

⑥
支

援
・

助
言

⑥
地

域
支

援
者

の
紹

介
、

サ
ポ

ー
ト

⑦
チ

ー
ム

の
助

言
に

基
づ

く
直

接
支

援

精
神

科
医

・
精

神
保

健
福

祉
士

等

ケ
ー

ス
会

議

②
支

援
要

請

⑩
本

人
・

家
族

へ
の

直
接

支
援

・
１

人
１

台
端

末
で

自
殺

リ
ス

ク
の

ア
ラ

ー
ト

発
信

・
精

神
科

受
診

が
必

要
だ

が
保

護
者

が
ネ

グ
レ

ク
ト

・
保

護
者

が
不

安
定

で
本

人
が

ヤ
ン

グ
ケ

ア
ラ

ー

支
援

者
へ

の
支

援
（

支
援

者
支

援
）

③
支

援
要

請
受

付

危
機

対
応

チ
ー

ム
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー

各
市

町
福

祉
部

局

②
支

援
要

請
（

緊
急

）

※
支

援
要

請
か

ら
2
週

間
以

内
を

目
安

に
 

  
 ケ

ー
ス

会
議

を
開

催
（

必
要

な
場

合
）

・
④

専
門

家
メ

ン
バ

ー
を

含
め

た
ケ

ー
ス

会
議

  
 

⇒
ケ

ー
ス

の
見

立
て

（
リ

ス
ク

の
見

極
め

）
、

支
援

方
針

・
ア

ド
バ

イ
ス

等
の

検
討

・
⑤

支
援

計
画

の
策

定

・
⑥

支
援

要
請

元
（

学
校

等
）

と
地

域
社

会
資

源
と

の
つ

な
ぎ

  
 

⇒
地

域
支

援
者

（
支

援
要

請
元

）
と

他
に

必
要

な
地

域
資

源
と

の
ハ

ブ
と

な
り

、

  
 

 
支

援
体

制
構

築
の

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
を

実
施

（
支

援
会

議
の

設
定

等
）

（
①

～
⑦

を
繰

り
返

し
て

当
面

の
リ

ス
ク

が
回

避
さ

れ
た

と
判

断
し

た
場

合
）

・
⑧

ケ
ー

ス
会

議
に

よ
る

支
援

終
結

の
判

断

危
機

対
応

チ
ー

ム

情
報

共
有

※
「

②
支

援
要

請
」

で
の

支
援

対
象

の
具

体
例

 
→

以
下

の
未

成
年

者
の

う
ち

、
地

域
の

関
係

機
関

で
連

携
支

援
を

行
っ

て
い

る
が

対
応

困
難

な
ケ

ー
ス

で
、

本
チ

ー
ム

に
よ

る
支

援
を

必
要

と
す

る
者

 
①

自
殺

未
遂

歴
が

あ
る

 
②

自
傷

行
為

の
経

験
が

あ
る

 
③

自
殺

を
ほ

の
め

か
す

言
動

が
あ

り
、

自
殺

の
可

能
性

が
否

定
で

き
な

い
 

④
家

族
を

自
殺

で
亡

く
し

て
い

る
 

な
ど

★
各

市
町

福
祉

部
局

が
対

応
 

 
で

き
る

体
制

確
保

が
必

要
③

支
援

・
助

言
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○静岡県障害者施策推進協議会条例

（趣旨）

第１条 この条例は、障害者基本法（昭和45年法律第84号）第36条第３項の規定に基づき、静

岡県障害者施策推進協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項

を定めるものとする。

（委員）

第２条 協議会は、委員15人以内で組織する。

２ 委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちか

ら、知事が委嘱する。

３ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長）

第３条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

２ 会長は、会務を総理する。

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

（会議）

第４条 協議会は、会長が招集する。

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

（専門委員）

第５条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことがで

きる。

２ 専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のう

ちから、知事が任命し、又は委嘱する。

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

（幹事）

第６条 協議会に、幹事若干人を置く。

２ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、知事が任命し、又は委嘱する。

３ 幹事は、協議会の事務について、委員を補佐する。

（庶務）

第７条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

（雑則）

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

参考資料
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成６年３月30日条例第１号）

この条例は、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律（平成５年法律第94号）附則第

１項ただし書に規定する第30条の改正規定の施行の日から施行する。

附 則（平成９年３月28日条例第１号抄）

（施行期日）

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。

附 則（平成18年３月24日条例第30号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成19年３月20日条例第１号）

この条例は、平成19年４月１日から施行する。

附 則（平成22年３月26日条例第４号抄）

（施行期日）

１ この条例は、平成22年４月１日から施行する。

附 則（平成23年10月25日条例第40号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成24年３月23日条例第29号）

この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律（平成23年法律第90号）附則第１条第１

号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
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